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文化庁 文化審議会 

重伝建地区選定を答申 
近日中に選定の官報告示 

文化庁文化審議会は５月１８日、嘉右衛門町伝建地区を含む５地区※を新たに重

要伝統的建造物群保存地区（重伝建地区）に選定することを文部科学大臣に答申

しました。 

この結果、今後行われる官報告示により、嘉右衛門町伝建地区が重伝建地区に

選定される予定です。選定されれば、栃木県内初の重伝建地区となります。 

国の選定を受けることにより、嘉右衛門町伝建地区の町並みを文化財として保

存し、歴史的資源を活かしたまちづくりが展開できることになります。 
 

※群馬県桐生市（桐生新町伝建地区）、石川県白山市（白峰伝建地区）、高知県安芸市（土居廓中伝建地区）、福岡県

うきは市（新川田篭伝建地区） 重要伝統的建造物群保存地区は４１道府県８１市町村９８地区となる予定 

 

～嘉右衛門町伝建地区の評価～ 

日光例幣使街道に沿って形成

された敷地割りを良く残し、江戸

時代末期から近代にかけて建築

された、主屋や土蔵など伝統的建

造物が残り、街道沿いに発展した

在郷町の特色ある歴史的風致を

伝え、我が国にとって価値が高い。 

 

嘉右衛門町伝建地区が重伝建

地区の選定を受けることにより、

今後は国の財政的支援や技術的

指導を受けながら、計画的に修理

事業、修景事業を進めていきます。 

嘉右衛門町伝建地区の歴史的

な町並みが保存され、その活用を

通して一層魅力が増し、きれいで

安全・安心に、住み続けることが

できるまちになることに期待が

膨らみます。 

 

 

 

 

問い合わせ先 

栃木市教育委員会事務局 伝建推進室 TEL：０２８２－２１－２６１９ FAX：０２８２－２１－２６１６ 

建築行為等の手続きの流れ（案） 

～栃木市嘉右衛門町伝統的建造物群保存地区（嘉右衛門町伝建地区）～ 

～栃木市嘉右衛門町伝統的建造物群保存地区（嘉右衛門町伝建地区）～ 

～栃木市嘉右衛門町伝統的建造物群保存地区（嘉右衛門町伝建地区）～ 


